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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。
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Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－

久保英樹1　川原若菜2

要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが



－50－

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
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　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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10．職員の欠勤に伴う人員不足により業務負担が増えた。

　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－

久保英樹1　川原若菜2

要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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09．居室での食事や排泄介助に伴うセッティングや後処理に要する手間が増えた。
10．職員の欠勤に伴う人員不足により業務負担が増えた。

　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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７）厚生労働省老健局「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務

継続ガイドライン」（2020）8 頁、5 頁、2 頁（2023 年 5 月最終改定）
８）堀田聰子・川越雅弘「新型コロナウイルス感染症が介護・高齢者支援に及ぼす影響と現

場での取組み・工夫に 関する緊急調査【介護保険サービスを提供する法人調査】調査結
果報告書」一般社団法人 人とまちづくり研究所 （2020）

09．居室での食事や排泄介助に伴うセッティングや後処理に要する手間が増えた。
10．職員の欠勤に伴う人員不足により業務負担が増えた。

　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－

久保英樹1　川原若菜2

要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生と介護職員の業務負担
－小規模施設でのCOVID-19への対応から－
Outbreak of Covid-19 and Workload of Care Staff

－Consideration of Response to Covid-19 at Small Care Facilities－

久保英樹1　川原若菜2

要約
　本研究は、COVID-19の発生を体験した小規模施設の職員の経験を共有することで今後の
対策に役立てることを目的として実施した。
　COVID-19の発生による業務負担では、「感染した職員の欠勤に伴い、出勤できる職員が限
られる」、「居室での個別対応に伴う食事準備、汚物処理、環境整備による手間の増加」、「リ
ネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務の増加」、「外部・関係機関への連絡対
応の増加」等が抽出された。
　介護職員は「感染症対策」、看護・介護支援専門員は「健康状態の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」に業務負担を感じていた。COVID-19の発生に備えた職員の確保だけ
でなく、介護職員が代替しにくい「健康状態の観察」や「介護保険等のサービス利用調整」
等の業務に対して備えておくこと、日ごろからの取組として、標準化されている感染防止マ
ニュアル等に基づき、平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を整えておく必要が
あることが示された。

Key words：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染発生、介護職員、
　　　　　  業務負担、業務継続計画（BCP）

Ⅰ．緒　言
　新型コロナウイルス感染症（以下、「COVID-19」という）の拡大以降、高齢者施設ではウ
イルスを持ち込まないためのさまざまな対策がとられてきたが、オミクロン株による感染が
主流となって以降は、高齢者の介護施設・事業所でのクラスターが頻発しており、ウイルス
を持ち込まないための対策に加え、感染が発生した場合の対応や発生に備えた取り組みの重
要性が高まった。しかしながら、高齢者施設は医療機関とは異なり看護職が勤務する割合は
少なく、また介護職員が有している基礎資格にも幅があるため、実際にCOVID-19が発生し
た際にその対応ができるか不安に感じている者も少なくない。
　COVID-19の拡大が始まった当初の研究では、額ら（2020）が介護保険施設では、施設入
所者への対応がCOVID-19流行前と比べて実施頻度や方法が変更されて行われていること1）。
平野ら （2022）は、医療・介護・福祉の現場では不足する情報や十分でない情報共有に対す
る不安や不満、いつもと違う働き方を求められることによる不安や困難等がみられていたこ

とを指摘している2）。また、和気ら （2022）の介護老人福祉施設と介護老人保健施設を対象
とした研究では、介護職員の人員確保困難感が否定的意識の多様な次元に影響を及ぼしてい
ることが明らかとなっている3）。
　このように介護保険施設を対象とした先行研究は見られるが、介護保険施設より事業所数
の多い認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホーム等の事業所規模か小さい入居系サービス（以下、「小規模施設等」という。） 
を対象としたものは限られている。
　本稿では、このような背景からCOVID-19の発生を体験した小規模施設に勤務する職員の
業務負担を明らかにするとともにその経験を共有することで、今後の対策に役立てることを
目的とする。このことは、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインとも言え
る介護サービスの提供を停滞させないことにも繋がり意義があることと考えられる。

Ⅱ．研究方法
１．調査対象
　認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護、
有料老人ホームを運営している2法人、8事業所に勤務する職員（介護職員、看護師等）を
調査対象とした。

２．調査期間　2022年7月11日 ～ 8月15日の約1か月間

３．調査方法　インターネット（Google foam）を使用し実施した。

４．調査内容
　【基本項目】所属事業所、保有資格、職責の有無等【詳細調査項目】COVID-19発生の有無、
感染者、業務量の増減、感染発生時の対応、感染発生に備えた準備等10項目を設定した。

５．分析方法
　本調査で得られた結果は、回答者が特定されないように処理し統計解析を行った。解析に
は、SPSS Statistics25.0Jを用いてχ2検定を実施、p<.05を有意水準とした。
　自由記述については、言葉のデータ探索と分析の信頼性向上を高めるため計量テキスト分
析を行い、客観性を担保することを目指した。得られた内容は、全てデータ化しテキストファ
イルを作成、記述内に複数の記述内容がある場合は、同一の内容と判断できる一文を一つの
段落として設定し分析単位を設定、分析にはKH Coder（Ver.3.0）を用いた。

６．倫理的配慮
　本調査は、筆者らが所属する学会の研究倫理指針に従い実施し、調査対象者の権利擁護に
努めるとともに個人を特定できないよう十分な倫理的配慮を行った。調査の実施にあたり協
力は任意であり、協力の有無により不利益を被ることはないこと、更に、得られた内容は、
回答者が特定されるようなことはないことを書面で説明し同意の上で実施した。

また、得られた結果については関連学会での発表や学会誌などへも投稿する予定であること
を伝え了承を得た。調査によって得られたデータの保護については、鍵のかかる部屋の保管
庫に施錠して保管し、安全管理に十分注意した。
　本研究は、中九州短期大学倫理審査委員会の承認（承認番号：22-01）を得て実施した。

7. 利益相反　なし

Ⅲ．研究結果
（1） 調査対象の属性
１）回答者の所属
　回答者の所属では、有料老人ホーム54人（47.8%）、地域密着型サービス（認知症対応型
共同生活介護、小規模多機能型居宅介護支援、看護小規模多機能型居宅介護）59人

（52.2%）であった。

２）回答者の保有する資格（複数回答）
　回答者の保有する資格では、介護福祉士が45人（34.1%）で最も高かったが、その一方で
無資格者も一定程度存在した。複数の資格を保有している回答者は15名であった。

（2） COVID-19発生の有無
　COVID-19の発生を経験した職員は77人（68.14%）、経験していない職員は36人（31.86%）、
有料老人ホーム3箇所と認知症対応型共同生活介護の1ユニットでCOVID-19の発生を経験

していた。回答者が保有する資格別（複数回答）でみると、介護支援専門員の有資格者に経
験者が多くみられた。

（3） COVID-19の発生状況と職員の業務負担
１）感染者の発生と職員の業務負担
　COVID-19の感染者の発生と職員の業務負担では、感染者が職員のみの場合に比べて、職
員と利用者の両方にみられた場合に「業務負担が増えた」と回答している割合が多く、χ2独
立性の検定では、有意差（p〈.01）がみられた。なお、今回の調査では、利用者のみが感染
したという回答はなかった。

（2） COVID-19の感染者発生により増加した業務
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。共起ネットワーク分析により得られた主な内容は、以下のとおり。（図1参照）

01．利用者を居室にて隔離対応することで介護業務の手間が増えた。
02．バイタルサインの測定回数が増えた。
03．各所の消毒や防護服使用にかかる手間が増えた。
04．他部署や関係機関との連携の手間が増えた。
05．職員確保のための勤務調整が必要となった。
06．感染していない利用者の個室対応が必要となった。
07．利用者対応や汚物処理など業務全般に時間を要し、勤務時間内に業務を終えること

ができない。
08．業者の出入りができなくなり、衣類やシーツ交換後の洗濯を職員が行うこととなり

負担が増えた。

小さい一般的な語であり、これに対して原点からの距離が離れれば離れるほど偏りが大きい
特徴的な語を表している。また、関連が強い語は近くに、関連の弱いものは遠くに描写され
円の大きさは抽出語の量的要素を示している。把握された特徴的な語が登場する文をKWIC

（Keyword in context）コンコーダンス機能を用いて関連する語と文の抽出を行った。

　結果、比較的偏りが小さい一般的な語（内容）として双方にみられた業務負担には「感染
した職員の欠勤に伴い出勤できる職員が限られてしまうこと」、「居室での個別対応となるた
め、食事の準備（配膳・下膳）や汚物の処理、環境整備等にかかる手間が増えたこと」「通
常時には行っていなかったリネン類の洗濯や消毒、防護服などの補充にかかる業務が増えた
こと」、「外部・関係機関への連絡対応が増えたこと」等が抽出された。
　「介護職員」にみられた特徴的な語（内容）では、「居室での個別対応となり介護業務全般
に手間と時間を要してしまうこと」「一つひとつの介護に時間を要するため、時間内に業務
が終わらないこと」があげられていた。また、特に特徴的な語（内容）に「感染症対策」が
抽出され「防護服の着用、居室等の環境整備、感染防止対策として感染、非感染者ともに実
施した居室対応」のような、これまでと異なる形で提供する介護サービスに負担を感じてい
ることが推察された。
　額ら （2022）の研究でも、COVID-19流行前と比べて、高齢者が集まって実施していると
考えられる入浴、食事、リハビリテーション、レクリエーション等について、その実施頻度
や方法が変更されており、介護サービスが通常と違った方法で提供されていることが示され
ている4）。
　また、「看護師・介護支援専門員」にみられた特に特徴的な語（内容）には、「健康状態（バ
イタル測定）の観察」「介護保険等のサービス利用調整」が抽出された。これらは保有資格
に基づく業務内容であるが、COVID-19の発生によりそれらの業務負担が増えていることが
分かった。

４）COVID-19が発生した場合に必要となる対応
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図3参照）サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．家族、関係機関への連絡、医療機関への健康状態の連絡
02．感染拡大防止のため、保健所の指導やマニュアルに沿った隔離
03．保健所の指示のもと行動し報告、居室に隔離し健康観察、ケア
04．利用者全員の体調確認や居室等の換気
05．手洗い、マスク、消毒等の感染症防止対策やPCR検査、入院受け入れが可能な場

合は入院していただく。
06．感染症が発生しないような予防対策の実施と感染が発生した場合には広げない。

　「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、
医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュアルに基づく対応」などの内容が抽出された。

５）COVID-19の発生に備えて必要な準備
　自由記述で得られた内容について共起ネットワーク分析を用いて、文全体の趣旨の理解を
試みた。（図4参照） サブグラフに基づき得られた主な内容は、以下のとおり。

01．職員の意識向上（検温や体調管理）
02．ワクチン接種、外出や三密を避ける。
03．マニュアルの作成
04．感染予防、拡大防止のための隔離に備えた備品の準備
05.手洗い、うがいの徹底
06.マニュアルに基づく対応手順の確認
07.手洗い、手指消毒、マスク着用、換気等の実施

　調査結果からは、基本的な感染症予防対策に加え、必要物品となる物品の準備、マニュア
ルの作成とそれに基づく対応手順の確認などの内容が抽出された。
　和気ら（2022）が実施したCOVID-19拡大初期の調査では、感染防止対策として「職員の
PCR検査」が最も不十分であると捉えられていること、「BCPの実地訓練」「感染を隔離する
空間の整備」等もかなり不十分であると考えられていたことが明らかになっている5）。

Ⅳ．考察
　本調査は、COVID-19第7波（2023.7.1 ～ 2023.9.31） 6）の期間中に行ったものだが、調査
期間中のCOVID-19発生に限らずこれまでの経験から回答を求めたため、第6波前後の経験
が回答に反映されていると考えられる。第6波、第7波では、それ以前の波に比べ
COVID-19の感染規模が大きかった一方で死亡率は低い傾向にあったため、利用者が感染し
た場合には施設内での対応を求められる事例が多かった。このような背景のもと小規模施設
でCOVID-19が発生した場合に必要となる対応には、「利用者全員の体調確認」、「感染拡大防
止のための隔離対応」、「家族、関係機関への連絡、医療機関などの関係機関への連絡」、「マニュ
アルに基づく対応」があげられた。COVID-19が発生すると、全ての利用者を居室で対応（隔
離）することになるため介護の手間が増えること、それに加え、職員の感染による人手不足
から業務負担が生じていたこと。また、勤務調整や外部・関係機関との連携も業務を圧迫し
ていたことが明らかとなった。
　業務負担の保有資格ごとの比較では、「看護師・介護支援専門員」に負担感が大きく、「健
康状態（バイタル測定）の観察」、「介護保険等のサービス利用調整」にかかる業務が特徴的
な語（内容）として抽出された。
　本調査では、「看護師・介護支援専門員」が管理者をつとめている割合が約6割を占めてい

たこともあり、業務全般に対する負担感が高かった可能性もあるが、調査対象とした小規模
施設では職員の数も少ないうえに看護師の配置数も少ないため医療ニーズが高まるとその対
応が必然的に難しくなることが考えられる。さらに、業務の専門性もあるため介護職員が代
替することは難しく、職員の感染により欠勤者が出ればさらに状況が深刻化することが想像
される。また、介護保険等のサービス利用調整を行う介護支援専門員についても同様のこと
が考えられた。
　一方、「介護職員」では、「感染症対策」にかかる業務が特徴的な語（内容）として抽出さ
れた。居室での隔離対応により介護の手間が増えたことに加え、防護服の着用など通常時に
は行わない感染防止対策も業務を圧迫する一因となっていたことが考えられた。
　実際にCOVID-19が発生した場合は、保健所の指示を仰ぎ主治医等の指示のもと施設内で
の療養が開始され標準化されている感染防止マニュアル等に基づいた対応が行われることに
なるが、COVID-19発生に伴い必要となった対策は、介護職員にとってはその殆どが初めて
の経験であり、さらに防護服の着用や汚物処理、洗濯、消毒などの環境整備には、大きな負
担感が伴っていたことが推察される。
　小規模施設の職員が経験したCOVID-19の対応経験から考えられる今後の対策では、感染
が発生した場合に備えた職員確保体制の検討だけでなく、介護職員が代替しにくい主として
看護師・介護支援専門員が担っている「健康状態（バイタル測定）の観察」や「介護保険等
のサービス利用調整」等の業務に対してそれを補うことができる備えをすすめておくことが
必要だといえる。具体的には、法人内での職員調整だけにとどまらず、地域の関係施設や専
門職団体等との連携体制の構築、支援要請体制の整備などが考えられるであろう。また、日
ごろからの取組として、標準化されている感染防止マニュアル等に基づき非常時だけではな
く平時から研修や訓練を行い実際に運用できる体制を備えておくことが必要であると考えら
れた。
　COVID-19の発生に備えた必要な準備では、基本的な感染症予防対策に加えて、発生に備
えた必要物品の準備、マニュアルの作成とそれに基づく対応手順の確認があげられている。
マニュアルの作成については、標準化されている感染防止マニュアルに基づく対応だけでは
なく、感染症が発生した場合でも介護サービスの提供を止めないための手順の作成が必要だ
と考えられていると推察される。

Ⅴ．おわりに
　2020年の介護保険法の改正で介護施設・事業所には業務継続計画（Business Continuity Plan

（以下、「BCP」という）の策定が求められることとなった。この背景には、感染症や自然災
害が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であ
るという考え方がある。BCPは感染症対応のマニュアルと重複する部分もあるが、平時の取
組と感染（疑い）者発生時の対応からなる。厚生労働省（2020）が示しているガイドライン
には、感染症向けのBCP作成のポイントとして、「計画を実行できるよう普段からの周知・
研修、訓練」や「業務の優先順位の整理」、「感染が発生した場合に備えた職員確保体制の検
討」等が示されている。自然災害のBCPとの違いは、COVID-19の場合、人への影響が大きく、
業務の継続は主に人のやりくりが問題となるため感染拡大時の職員確保体制をあらかじめ検

討しておくことが重要であり、特に感染（疑い）者発生時の対応では、これに加えて業務の
優先順位の整理や労務管理が必要となる7）。BCPの策定状況については、堀田ら（2020）の
調査では、未策定である法人が約半数で策定済みは全体の約4分の1であったこと、BCPは
特に法人の規模が小さい事業所においてその策定状況が遅れていることを指摘している8）。
　今回の調査対象2法人では、すでに感染症が発生した場合に備えてBCPが策定されていた
が、それを知っていた職員は、管理者で約40％、管理者以外で約15%であった。さらに、
BCPを運用できるレベルで理解していると回答した職員は1名、内容は知っていると回答し
た職員を含めても職員全体の約10%であった。BCPは作成されていたが、計画を実行でき
るよう普段からの周知や研修、訓練等を実施する前にCOVID-19の発生に見舞われてしまっ
たという実情があったのではないかと推察された。
　BCPの策定には、法人内の調整にとどまらず、地域内外の関係者との調整も必要になる。
　施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県への早めの対
応依頼を行うことが重要であり、我々の普段の生活に欠かすことのできないライフラインと
も言える介護サービスの提供を停滞させないためにもCOVID-19対応の経験から得られた知
識を共有し各施設・事業所の実情に合わせたBCPの策定と運用に役立てていくことが大切
であると考える。
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09．居室での食事や排泄介助に伴うセッティングや後処理に要する手間が増えた。
10．職員の欠勤に伴う人員不足により業務負担が増えた。

　COVID-19の発生により増加した業務として、個室での隔離対応に伴う利用者の介護にか
かる手間や職員確保・勤務調整、関係機関との連携に係る手間などが抽出された。

３）保有資格と業務負担
　主に介護業務に従事する介護福祉士、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修修了者
を「介護職員」（65人）、それ以外に利用者の健康管理を行う看護師、介護保険サービスの利
用調整等も行う介護支援専門員を「看護師・介護支援専門員」（28人）としχ2検定による
比較を行った。
　COVID-19の感染者発生による保有資格と業務負担増加の有無に関して、χ2検定を実施し
たところ介護職員に比べ看護師・介護支援専門員に業務負担が増えたと回答している割合が
有意（p<.05）に高かった。

　さらに、保有資格による業務負担の違いを探るため、自由記述で得られた文章に対し「介
護職員」、「看護師・介護支援専門員」を変数とした対応分析を行い関連する語、文の抽出を
行った。（図2参照）
　対応分析では、複数のデータファイル間の関係性や抽出語の関係性に気付き把握すること
ができる。図の原点（縦軸と横軸が交わる点）付近に描き入れられている語は比較的偏りが
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ



－60－

幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ



－63－

幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。

引用文献
1 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議【資料 1－2】
幼小接続・座長試案

  〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070/shiryo/attach/1299926.htm〉（最
終閲覧日　2023.8）

2 第 9 回幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議議事
要旨

  〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070/gijigaiyou/1303696.htm〉
  （最終閲覧日　2023.8）
3 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）のポイント
  〈https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2010/12/
  09/1298955_2.pdf〉（最終閲覧日　2023.8）

4 第３回教育部会幼児教育部会議事録
  〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/1379059.htm〉
  （最終閲覧日　2023.8）
5 平成 29（2017）年告示幼稚園教育要領
6 資料 5 教育部会幼児教育部会（第１回）における主な意見
  〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/attach/1364731.htm〉
  （最終閲覧日　2023.8）
7 文部科学省（2018）平成 30 年３月幼稚園教育要領解説
8 阿部高太朗、吉田直哉、鈴木康弘「『10 の姿』に込められた能力観の私製解説書による曲
解 ̶実践例と能力の対応かによる変質̶」『敬心・研究ジャーナル』3巻2号、2019年、19ペー
ジ～ 29 ページ

参考文献
資料 1 教育部会幼児教育部会（第３回）における検討事項
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/attach/1365754.htm〉
（最終閲覧日　2023.8）

資料9-1教育課程部会幼児教育部会（第３回平成27年 12月 24日）における主な意見（未定稿）
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/attach/1368810.htm〉
（最終閲覧日　2023.8）

第 1 回教育部会幼児教育部会議事録
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/1379057.htm〉（最終閲

覧日　2023.8）
第 2 回教育部会幼児教育部会議事録
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/1379058.htm〉（最終閲

覧日　2023.8）
第 9 回幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議【資料

1－2】幼小接続・座長試案
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/070/shiryo/attach/1299926.htm〉（最

終閲覧日　2023.8）
第 3 回教育課程部会幼児教育部会配布資料 2
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/__icsFiles/afieldfile/
　2016/04/04/1365742_01.pdf〉（最終閲覧日　2023.8）
第 6 回教育課程部会幼児教育部会【資料 6】幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の再整理

イメージ（たたき台）
　〈https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/057/siryo/__icsFiles/afieldfile/
　2016/04/19/1369745_05.pdf〉（最終閲覧日　2023.8）

　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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幼稚園教育要領等における
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の検討

―文部科学省関係議事録を中心に―
Examination of “What We Went Children to Grow up to by the End of 

Early Childhood” in Kindergarten Curriculum Guidelines, etc.
－Focusing on Minutes Related to the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology－

金 戸 憲 子

要　　旨

　幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が平成29
（2017）年に改訂され、その中に新しく「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、
幼児に小学校入学するまでに育んでほしい姿のめやすとする「10の姿」が示された。この
10項目は、保育のねらいを5つの領域に分けた「５領域」をもとに具体的な視点から捉えて
明確にし、保育をふり返る視点として提示されたものである。
　本稿では、平成29（2017）年の幼稚園教育要領等の改訂に至るまでの文部科学省教育課
程部会議事録等に焦点をあて、この「10の姿」が採択されるようになった背景や目的、経緯
などについて明らかにした。保育者は「10の姿」が幼児期の終わりの姿そのものではなく、
保育実践における保育者自身のふりかえりの視点であることを認識し、「到達」すべき目標
と誤解しないように留意する必要があることを指摘する。

キーワード：10の姿、育みたい資質・能力、育ってほしい姿、方向目標、
　　　　　　保育者自身のふりかえり

１．はじめに
　平成29（2017）年に告示された現在の幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領には、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されている。
ここに示される「姿」とは、それぞれに示されたねらい及び内容に基づき、園生活の中で乳
幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねることにより、就学前の教育、保育において育み
たい資質・能力が育まれている子どもの具体的な姿として、特に5歳児後半、つまり就学を
目前にした幼児にみられる姿とされている。さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」

（以後、育ってほしい姿とする）とは、これらの姿が幼児の成長の過程で「育っていくもの」
であり、全ての幼児が同じ過程や進度で発達していくものではない、ともされている。

２．「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者
会議」における審議から

⑴幼小接続の概念整理
　このいわゆる「育ってほしい姿」（10項目の姿）の原点となったものは、平成22（2010）
年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方に関
する調査研究協力者会議」（以下、協力者会議とする）にさかのぼる。当時、子どもの発達
や学びの連続性の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされ、就
学前の保育、教育施設と小学校との円滑な連携や体系的な教育を行うことの重要性などにつ
いても重視されるようになっていた。当時の幼稚園教育要領等においても、幼小の接続に関
して相互に留意していく必要性について規定されるなど、各就学前施設の取組も所管を超え
て行われるようになり、その重要性は広く認識されていたことがうかがえる。しかしながら、
実際の現場においてはその重要性を知りつつも、具体的な接続の方法が困難であったり、幼
児期の教育と小学校教育の違いや、生活の流れの違いを互いに理解できていなかったりする
ことで、その取組が十分にはできていなかったという実態も課題となっていた。
　このような状況を踏まえ、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくこと
を目的に、この協力者会議で論議されることとなり、幼小接続の概念整理が行われていたの
だといえる。

⑵方向目標における「よりよい姿」とは
　10回にわたり論議された協力者会議では主に第9回において、幼児期の終わりにおける幼
児の姿をイメージしたものが参考例として提示された。これは当時、幼児期から児童期にか
けての教育については、相互に連続性を持たせ、つながりを理解していく必要があるにもか
かわらず、その教育の内容や方法の違いにより取組が十分にできないことが根底にあったか
らだとうかがえる。
　幼児期の教育が小学校教育と最も大きく違う点は、「方向目標」で構成されていることで
ある。このため、その教育の内容や方法は「到達目標」で構成された小学校の教育方法とは
異なる部分が多い。極端にいうならば、ある限定された知識・能力を「完全に」身につける
ことが求められる小学校の教育方法と違い、幼児期の教育では、「可能な限り」できるよう
になること、よりよい方向に向かうことを目指して行われるものである。「ゴール」を目指
す教育と「よりよい方向」に限りなく向かわせ、伸ばしていく教育は、まさしく就学前と就
学後の教育の最も大きな相違点であり、これを連続、連携させるということは、明らかに容
易ではないことと考える。第9回協力者会議の中では、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」
をイメージさせることにより、幼児期に行われてきた教育、保育が、どれだけ成果をあげて
きたのか一定の指標とするために示されたものであるといえる。
　当初、「幼児の姿」は、資料として出された座長試案のなかに「幼児期の終わりまでに育っ
て欲しい幼児の具体的な姿」として12項目についてあげられ、その具体的な参考例が示さ
れていた。この試案には、従来から幼稚園教育に「幼稚園教育要領や保育所保育指針からは
具体的な姿が見えにくいという指摘がある。」ことを踏まえ、「育って欲しい幼児の姿を具体

的にイメージして、日々の教育を行っていく必要がある。」 1としている。「到達目標」を設定
することは適切ではないとしながらも、日々の保育を通して身につけてほしい、という保育
者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の姿」を予め設定したのだと考えることができ
る。そしてその項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指標であると理解するの
である。「成果」の見えにくい幼児期の教育の方法に、「保育者自身の指標」という別の角度
から目標を設定することで幼児の育ちの標とし、その成果をわかりやすくしたのだと捉える
ことができる。

⑶育ってほしい「12の姿」
　当時、この育って欲しいと願う「幼児の具体的な姿」として取り上げられた項目について
言及する。本来、到達目標で構成される学習指導要領には、育つべき具体的な姿が示されて
いるのに対し、幼稚園教育要領等には具体的な姿がみえにくいという指摘があったことも、
この項目を検討するに至った要因であることもうかがえる。このことについては、筆者が前
項においても述べている。当時、この「幼児の具体的な姿」は学校教育法第23条「幼稚園
の目標」を具現化したもの、つまり元来、保育のねらいである「５つの領域」に基づいた具
体的な姿として取り上げられていた。
　当時、子どもの育ちをイメージされていた具体的な姿は、（イ）健康な心と体、（ロ）自立心、

（ハ）協同性、（ニ）道徳性の芽生え、（ホ）規範意識の芽生え、（へ）いろいろな人とのかか
わり、（ト）思考力の芽生え、（チ）自然とのかかわり、（リ）生命尊重、公共心等、（ヌ）数量・
図形、文字等への関心・感覚、（ル）言葉による伝え合い、（ヲ）豊かな感性と表現の12項目
であった。幼稚園教育要領では同法第23条を具現化した「５領域」つまり、幼稚園修了ま
でに心情、意欲、態度が育つためのねらいとして、健康、人間関係、環境、言葉、表現が既
に存在しているが、12項目はこの「ねらい」に基づいた具体的な姿ということになる。

　白梅学園大学教授の無藤隆氏を座長とした14名の委員と、文部科学省調査官、厚生労働
省保育指導専門官が出席したこの第9回協力者会議においては、筆者が調べた限り詳細な議
事録はなく、文部科学省のまとめた議事要旨2のみウェブ上での公開である。要旨によると、
この座長試案に委員からは、「『幼児期の終わり』という表現は、小学校生活がスタート地点
という印象が持たれ子どもの育ちの連続を踏まえられなくなるのではないか」という意見
や、「幼小ののりしろとなる部分をどうしたらよいのかというところを明示していくことが
課題」などという意見があげられていた。それに対し、座長とみられる人物の発言からは、

「『幼児期の終わりまで』という表現は、幼稚園や保育所の先生にとって責任をもてる時期が
幼児期の終わりまでなので、ここではそれを明らかにしたいという趣旨で記述している」と
述べている。これらのやりとりからは、接続や連続性を意識しながらも、幼児期の教育と児
童期以降の小学校教育はそれぞれに役割が違い、就学前の施設においては幼児が「幼児期の
終わりまで」にこれらの具体的な12項目をできるだけ達成できるように促していこうとす
る作成側の意図がみてとれ、接続を念頭においた論議でありながら、実際には幼児期と児童
期の教育の隔たりを拭いきれない状況もあり、それを危惧する発言もあったことがうかがえ
る。
　一連の協力者会議は全10回をもって終結し、各委員の意見を踏まえ加筆修正を加えたう
えで最終的な報告書にまとめられた。このとりまとめについては座長に一任された形で行わ
れており、「幼児期の終わりにおける幼児の姿」の具体的な姿については、「幼児期と児童期
の教育活動をつながりで捉える工夫3」として、その後さらに論議されることとなっていく。

３．「教育課程部会幼児教育部会」における審議から
⑴「三つの柱」
　一方、中央教育審議会の教育課程部会幼児教育部会では、平成27（2015）年10月から平
成28（2016）年10月にわたり、「幼児教育の充実改善について」をテーマに論議された。こ
れは、平成29（2017）年の幼稚園教育要領の告示を前に、幼児教育の充実改善の観点から、
新しい幼稚園教育要領などの目指す姿として、幼児期に育成すべき資質・能力（三つの柱）
とその構造化の方向性のための議論と幼稚園教育要領等の理念を実現するために必要な支援
方策などについての議論を目的として開催されたものである。この部会の構成委員の主査は、
平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校教育の円滑な
接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の座長は、白梅学園大学子ども学部教授の無藤
隆氏、主査代理は國學院大學人間開発学部教授の神長美津子氏であった。
　この幼児教育部会議事録によると、第１回から第3回目にかけて、幼児期の終わりまでに
育って欲しい姿を明確化するための論議が行われていたが、第２回において、育成すべき資
質・能力の三つの柱に沿って整理をする必要があると提起されたことを踏まえ、幼稚園教育
要領の構造化の観点から、その図の中に「育ってほしい姿」が位置づけられた形となってい
た。さらにそれを受け、第3回では、無藤主査の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の
明確化に、より長い時間を割きたい。」という発言4からも、最もこのことについて明確にし
ていきたいという幼児教育部会の強い要望がみてとれる議事内容となっている。

い方向」に導いていけばよいのか、保育、教育の現場では戸惑いが隠せないのではないかと
懸念する。

⑵「育ってほしい姿」の整理
　平成22（2010）年の調査研究協力者会議でたたき台として提案された「幼児期の終わり
までに育って欲しい」とされる具体的な12項目は幼児教育部会にて更に論議された。項目
毎に重複する部分の見直しや内容の補足などの意見が繰り広げられ、最終的に12項目から
10項目へと整理されることとなった。
　多数の学識経験者や現場経験者等が携わり、さまざまな視点、観点から熟慮し精選された
10項目であるが、幼児の発達や成長は果たしてこの10項目にあげられている内容が育てば、
或いは育つだけで本当によいのだろうか。例えば、幼児教育部会の委員である奈良教育大学
教育学部教授の横山真貴子氏は、（ル）言葉による伝え合い、の項目にふれ、「伝え合いのと
ころが重視をされているので、コミュニケーションとしての言葉が強く出ている。でも、言
葉の機能としては教育要領では言葉の楽しさ、美しさということがあるように、リズムや響
きというところがある。言葉そのものを楽しむことを考えると、そこから表現にもつながっ
ていく。」という意見を述べている6ように、「言葉」のひとつを取り上げてみても、それが
コミュニケーション手段として用いられるのか、響きや音を楽しむ手段として用いられるの
か、幼児のその興味や状況によっても捉え方は全く異なるのである。「言葉による伝え合い」
が育ってほしいと願うのは、その姿は、「言葉」や「人間関係」の領域を育むためのもの、
という誤った捉え方をされても致し方ないのである。

　このようにさまざまな課題点を残しつつ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は幼
稚園教育要領の第１章総則の中に掲載されることになったのである。これはあくまでも日々
の保育を通して身に付けてほしい、という保育者の願いとして「育って欲しいと思う幼児の
姿」を予め設定されたのであり、その項目は、その姿に近づけていく保育者側に示された指
標と捉えるべきである。

４．「10の姿」を用いた保育の解釈の相違と懸念
　本稿では、平成22（2010）年3月から10月にかけて開催された「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方に関する調査研究協力者会議」の議事録や資料にあたり、現行の
幼稚園教育要領の改訂時における論議に焦点をあてた。当時、子どもの発達や学びの連続性
の保障のための幼児教育のあり方や小学校教育のあり方が取りざたされていた。そうしたな
か、実際の保育現場においては具体的な接続の方法が困難で、その取組が十分にはできてい
なかったという実態から、就学前から学童期への教育のつながりに道筋をつけていくことを
目的に、幼小接続の概念整理が行われた経緯について議事要旨をもとに整理した。そして、
平成27（2015）年10月から平成28（2016）年10月にわたり中央教育審議会の教育課程部会
幼児教育部会において、幼児教育の充実改善について論議され、その内容は平成29（2017）
年告示の幼稚園教育要領に反映されて現在に至ることを述べてきた。
　さまざまな課題点も残る中、第1章総則の中に掲載された「幼児期の終わりまでに育って
ほしい姿」として示された10の姿は、あくまでも日々の保育を通して身についていってほ
しい、という保育者の願いとして予め設定された姿であり、その姿に近づけていく保育者側
に示された指標であると受け止めることが妥当である。
　しかしながら、実際の保育現場ではこの「10の姿」を念頭に据えながら、指導を行う際に
考慮しながら用いられているだろうか。文部科学省「平成30年3月幼稚園教育要領解説」に
よると、「実際の指導では、『幼児期に育ってほしい姿』が到達すべき目標ではないことや、

個別に取り出されて指導されるものではないことに十分留意する必要がある。」また、「一人
一人の発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくものであり、全ての幼児に同じように
見られるものではないことに留意する必要がある。」と記載されている7。保育者自身の保育
をふり返る指標として用いられるはずの「姿」であるが、このことを保育の「ねらい」に組
み込んでしまうと幼児期の教育ならではの「方向目標」が「到達すること」を目指してしま
う危険性があることを肝に銘じる必要がある。
　阿部高太朗ら（2019）は、現行の幼稚園教育要領の告示後、この10の姿について解説す
る「私製解説書」が相次いで出版されていることにふれ、それらの多くに実践例が伴ってい
ることに懸念を示している。その事例の多くは、一つの項目を取り上げ、それを伸ばすため
にはこのような遊びが必要であるとか、どのように保育者がかかわればその項目が達成でき
るか、などといった書き方が多くみられるというのである。阿部高太朗ら（2019）は、「単
発的な、一つの保育実践を多面的に捉える視点としての10の姿という見方は、保育を捉え
る視点として既に５領域があることを踏まえると、最終的に10の姿が５領域の『ねらい』
へと回収され、両者の違いが無化されてしまうのではないかという疑念を払拭するのは容易
ではない」 8と述べており、10の姿の解釈の仕方について危惧しているのである。しかも、
それらの解説が一連の検討にかかわった人物の解説であるならばなおのことである。保育の
ふりかえりの視点としながらも、保育実践のねらいの中にこの10の姿が据えられてしまう
ならば、保育者は子どもたちにそれらの能力を身につけられるように、また、「到達」でき
るようにしなければならないという誤解をしてしまうのではないだろうか。
　「幼児期の終わりに育ってほしい姿」とは果たしてどのようなものなのか、学校教育法第
23条の条文をもう一度参照したい。ここに示された5項の条文いわゆる5つの領域からなる
項目が12個、そして後に10個に整理され、それが幼児期の終わりの姿のすべてだと解釈す
るのならば、無限の可能性を持った幼児の成長発達を保育者自身が遮ることにもなりかねな
いのである。「10の姿」は幼児期の終わりの姿そのものではなく、保育実践における保育者
自身のふりかえりの視点であることを忘れてはならない。
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　この議事録では、各委員からのさまざまな意見が細かく記されているなか、論点はこの構
造化のイメージや幼児期において育みたい資質・能力と幼稚園教育要領の関係に及んでおり、
教育要領の改訂における最も重要な議論であったことがうかがえる。高知学園短期大学幼児
保育学科准教授の山下文一氏は、従来の教育要領においても、心情、意欲、態度が「幼稚園
修了までに育つことが期待される生きる力の基礎」と記されていることをあげた。そのうえ
で、平成29（2017）年改訂の「幼稚園教育要領の構造化のイメージ」では、生きる力の基
礎を育むために、幼稚園の基本を踏まえて一体的に育むように努めることが求められている
のが「3つの柱」であり、そのなかの「学びに向かう力、人間力等」は心情、意欲、態度が
育つ中で、よりよい生活を営もうとするとする力と記載されている。これはあくまでも3つ
の柱のうちの1つということになる。この心情、意欲、態度が「生きる力」のためのものか

「学びに向かう力、人間力」ためのものか混乱を招いてしまうという懸念を示したものであっ
た。また、草加市教育委員会子ども教育連携推進室長である嶋田弘之委員は、５領域を土台
とした幼児期修了間際の姿として、「育ってほしい姿」の構図のイメージがあることは理解
するものの、５領域と3つの柱の関係性が不明瞭であることを指摘していた。

　第2回教育部会幼児教育部会においても論議された幼稚園教育において育みたい資質・能
力は、最終的に平成29年（2017）年告示の現幼稚園教育要領にて、「知識及び技能の基礎」「思
考力、判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」と整理された。これについ
て第1章総則第2の2に、「１に示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく活
動全体によって育むものである。」 5と記されているが、この文言をみると、当時の嶋田委員
の発言にもみられたように、3つの柱と5領域の関係性が曖昧であり、土台がどの位置にあ
るのかわかりづらくなったのではないかと考える。何を中心に据えながら、幼児を「よりよ
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。

参考文献
１．梅本妙子（1995）『絵本と保育　読み聞かせの実践から』エイデル研究所 .
２．講談社通信「にじいろさかな」（2021/3/8）
　https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/published_list/0000196560（2023/11/20 閲覧） .
３．笹田義弘・山本真由美（2021）「絵本の読み聞かせに対する保育士の意義―言語・情緒

的発達に着目して―」徳島大学総合科学部 人間科学研究，29,PP,67-84.
４．玉瀬友美（1990）「幼児の物語記憶に及ぼす文と絵の提示様式の効果」読書科学，

34,pp86-93.
５．中澤潤・中道圭人・大澤紀代子・針谷洋美（2005）「絵本の絵が幼児の物語理解・想像

力に及ぼす影響」千葉大学教育学部研究紀要，53,PP,193-202.
６．福音館書店「ホームページ」https://www.fukuinkan.co.jp（2023/11/25 閲覧）
７．松居直（1989）『絵本とは何か』日本エディタースクール出版部 .
８．文部科学省（2018）『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 .

設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。

参考文献
１．梅本妙子（1995）『絵本と保育　読み聞かせの実践から』エイデル研究所 .
２．講談社通信「にじいろさかな」（2021/3/8）
　https://cocreco.kodansha.co.jp/ehon/published_list/0000196560（2023/11/20 閲覧） .
３．笹田義弘・山本真由美（2021）「絵本の読み聞かせに対する保育士の意義―言語・情緒

的発達に着目して―」徳島大学総合科学部 人間科学研究，29,PP,67-84.
４．玉瀬友美（1990）「幼児の物語記憶に及ぼす文と絵の提示様式の効果」読書科学，

34,pp86-93.
５．中澤潤・中道圭人・大澤紀代子・針谷洋美（2005）「絵本の絵が幼児の物語理解・想像

力に及ぼす影響」千葉大学教育学部研究紀要，53,PP,193-202.
６．福音館書店「ホームページ」https://www.fukuinkan.co.jp（2023/11/25 閲覧）
７．松居直（1989）『絵本とは何か』日本エディタースクール出版部 .
８．文部科学省（2018）『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 .

設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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中九州短期大学生の絵本選びに関する現状と考察
Current situation and considerations regarding picture book selection

by Nakakyushu junior college students

森 本 直 樹

要　　旨

　絵本は挿絵と言葉により構成されているものが多く見られ、その物語や挿絵は様々な視点
や独自性などにより展開されている。絵本はよく保育園・幼稚園などで読み聞かせに活用さ
れていることから、本学、幼児保育学科１年生を対象とし絵本に関する興味・関心について
アンケート調査を行った。その結果は、殆どの学生が絵本に好感を持っていることが分かり、
好感を得られた絵本からは絵やイラストから選書する傾向が見られた。しかし、絵本を選書
する時の手掛かりとしては、個人の好みによる傾向が見られ、子どもたちに読み聞かせを行
ううえでは、相応しい選書によるものが必要とされることが判明した。これにより、学生の
絵本選書としての課題を見出し、その改善法として図書館などにおいて情報を提供していく
ことを考察した。

キーワード：絵本　挿絵　言葉　読み聞かせ

１．はじめに
　絵本は視覚的に物語を捉えることができるものであり子どもから大人まで楽しめ、その構
成は挿絵と言葉により物語が展開される。絵本をよく活用される幼稚園・保育園などでは、
保育士・教師により読み聞かせが取り組まれている。乳幼児たちは、その絵本の世界に入り
込み夢中になり挿絵を見たり、物語を聞いたりしている。小学校では、学校の図書室にて閲
読や貸出などが行われ、時には保護者や教職員による絵本の読み聞かせを行うところもある。
大人の絵本活用については、挿絵や物語の好みによる絵本や感動する心温まる絵本、インテ
リアになるおしゃれな絵本、ベストセラーなど様々である。また、大人が感動するような絵
本を子どもに伝えたい絵本として紹介されているのも見受けられる。
　このように、日本における絵本は幅広い年齢層に向けて製作や販売、紹介などをされてお
り、絵本の種類については仕掛け絵本や音が鳴る仕組みの絵本など様々である。

２．問題と目的
　本稿は、本学の幼児保育学科1年生（34名）を対象とし、学生の幼児期からこれまでの絵
本に関する興味・関心についてアンケート調査を行い、その実態を把握することを目的とす
る。そして、今後、保育士を目指す学生に対して絵本の活用について考察することにある。
アンケート調査対象を1年生とした理由は、子ども達への読み聞かせの実体験が少ないこと

や、筆者の演習科目「こどもの表現Ⅱ」では、描画を不得意とする学生が毎年半数近く見ら
れる。近年、高校の普通科の授業では、芸術教科として美術、音楽、書道などから選択制と
している学校が多く見られる。学生の意見からは、絵を描くことについて苦手意識があり、
音楽や書道を選択したことを聞くことがある。そのために、絵に関する知識や絵を描く経験
からの学びが浅いことが考えられる。
　子どもたちが絵本から得られるものは、挿絵や言葉による豊かなイメージを育む事であり、
読み聞かせにおいて、多くの言葉を聞く機会でもある。将来、保育士を目指す学生には、幼
稚園実習、保育園実習、施設実習などにおいて読み聞かせを行うことから、学生自らも絵本
の挿絵や言葉からイメージを豊かにする感性を持つことが必要とされると考える。また、本
学の図書館での絵本の貸出については、主に絵本に関する講義内容時に集中的な貸出が多く
見られ、普段からの貸し出しはあまり見られないとのことだった。
　
３．絵本における教育的な位置付け
　幼稚園教育要領（2018）において、絵本に関しては領域「言葉」「１ねらい」の「絵本や
物語などに親しみ、言葉に対する感覚を豊かにし」と記され、「２内容」では「（９）絵本や
物語などに親しみ、興味をもって聞き、想像をする楽しさを味わう」と明記されている。絵
本の活用については、「幼稚園で教師や友達と一緒に聞いたり、見たりするときには、皆で
同じ世界を共有する楽しさや心を通わせる一体感などが醸し出されることが多い」とされ、

「幼稚園では教師や友達の興味や関心にも応じていくので幅の広いものとなる」とされてい
る（幼稚園教育要領解説, （2018） ,P,223）。
　絵本の挿絵については、幼稚園教育要領（2018）において、領域「表現」「１ねらい」の「い
ろいろなものの美しさなど」とされ、「幼児は内面に蓄えられた様々な事象や情景を思い浮
かべ、それらを新しく組み立てながら、想像の世界を楽しんだりもする」とされている（幼
稚園教育要領解説, （2018） ,P,233）。
　このように、幼児教育においては、絵本を教育的な要素とし活用していくことが求められ
ている。

４．読み聞かせについて
　乳幼児の読み聞かせに関する先行研究については、母子間を対象とされた研究が多く見ら
れるが、保育現場を対象にした研究は少ない。保育現場では、主に集団の読み聞かせが行わ
れることが多い。そのタイミングは、午睡前、降園前、活動導入前、昼食前とされる（笹田,
山本,2021,P,70）。梅本（1995）は、集団の読み聞かせについて「一斉保育」ではないとし、
その理由は「絵本の内容を解説したり、教えたりしないから」「内容分析をしないから」と
される（梅本,1995,P,34）。読み聞かせのねらいと保育士・教師の役割については、幼稚園教
育要領（2018）、領域「言葉」に記載されている内容からも、絵本をとおしてから想像を巡
らせ、豊かなイメージにより、先生や友達と会話などの言葉を共有することで、言葉の感覚
を養われるようにすることが求められている。
　読み聞かせは、子ども達が絵本や物語などを親しむために、保育士や教師による「年齢に

合ったもの、その組に合ったもの、時期にあったものを大人の責任において選び、良い絵本
を与えることが、とても大切なこと」とされている（梅本,1995,P,32）。
　また、梅本（1995）は「月刊絵本」を紹介しており、「子どもが自分の選んだ絵本でなく
ても、自分の絵本（月刊）をみんなと一緒に読んでもらったという満足感は、月刊絵本の読
み聞かせで得ること」ができると明らかにされている（梅本,1995,P,33）。
　他にも、梅本（1995）は「大人の関わりなしに、子どもは絵本を楽しむことはできない」
とされており、「語彙力の乏しい子どもが、「耳言葉」として受け止めること」で言葉や感性
を豊かにしていくとされている（梅本,1995,P,14）。中澤ら（2005）は、「幼児の状態や何を
育てたいのかを考えながら絵本の選択」を行う必要があるだろうとしている（中澤ら,
2005,P,202）。
　このように、子ども達に対して行われる読み聞かせは、言葉や豊かな感性を育むうえでも
欠かすことができないと言える。

５．結果と考察
　本学学生からの絵本に関するアンケート回答数（n=29）をもとに、Googleフォームによ
る調査結果をもとに考察した。各設問の選択は学生が回答しやすいよう筆者により考案した。
その内容は以下となる。

設問（１）絵本は好きですか

　図１の「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると「89.6％」だった。学生の絵本に
関する印象的なものとして、殆どの学生は絵本が好きであることが分かった。

設問（２）絵本は面白いと思いますか

図２の「面白い」「どちらかといえば面白い」を合わせると「96.6％」だった。

設問（３）絵本は楽しいと思いますか

　図３の「楽しい」「どちらかといえば楽しい」を合わせると「96.5％」だった。設問（２）
からも９割の学生が「面白い・楽しい」というイメージを持ち、好感を持っていることが分
かった。

設問（４）あなたが感じている絵本の魅力とは、どんなところですか

　図４の「絵・イラスト」が「72.4％」、「ストーリー展開」が「44.8％」、「想像が豊になる」
が「37.9％」、「面白さ・楽しさ」が「41.4％」だった。この結果からは、絵本の物語内容よ
りも挿絵に関しての興味・関心があることが分かった。

設問（５）一番好きだと思う絵本はありますか

　図５では「ある」が「79.3％」だった。

　表１では「絵・イラスト」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を感
じる絵本を一覧にした。全体的な「絵・イラスト」の特徴としては、シンプルなものから具
象的なものまで様々であった。具象的なものは、背景やキャラクターなどの描写が比較的に
細かいところまで描かれており、大人であれば挿絵のみでも物語が読み取れると思われる。
シンプルなものは、背景までは描かれてはいないものが多く、キャラクターの描画について
は色濃く描かれており、対象年齢については０～３歳くらいであった。『しろいうさぎとく
ろいうさぎ』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表２では「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」を含む）の魅力を
感じる絵本を一覧にした。全体的なイメージとしては、物語の場面などが次々と移り変わる
ようなものや、話の内容が展開していくことで目的を果たすようなものとなっている。対象

年齢は主に３歳、４歳くらいからとなっている。登場するキャラクターは、１つ（人・組）
のものがストーリー展開していき、読み手として物語をイメージしやすいのが特徴的である。

『三びきのやぎのがらがらどん』は世界傑作絵本として紹介されている（福音館書店）。

　表３では、「絵・イラスト」「ストーリー展開」（「想像が豊かになる」「 面白さ・楽しさ」
を含む）の魅力を感じる絵本を一覧にした。全体的には、物語としての内容量も豊富なこと
からストーリー展開が楽しめるような印象だった。特に『落語絵本２ まんじゅうこわい』
では、多くの名詞による言葉が次々と登場してくるのが印象的だった。「絵・イラスト」に
ついては、全体的に具象的な色濃いものが多く、情報量も多い印象であった。『きゅっ きゅっ 
きゅっ』『めっきらもっきら どおん どん』は、ロングセラー絵本として紹介されている（福
音館書店）。

　表４では、選択回答の全ての項目となる「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊か
になる」「面白さ・楽しさ」に魅力を感じる一覧である。世界的な名作絵本と呼ばれるよう
なものが選書されていた。なかでも、『てぶくろ』は、世界傑作絵本として（福音館書店）『に
じいろのさかな』は世界で3000万人に愛されるロングセラー作品とされる（講談社通信）。

『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』は、ロングセラーの絵本や、
『大ピンチずかん』は数々の絵本賞受賞したとされるものだった。

設問（８）好きな絵本作家はいますか
　「いる」が「25％」、「いない」が「76%」だった。

設問（９）好きな絵本画家はいますか
　「いる」が「21％」、「いない」が「74%」だった。設問（８）と設問（９）の回答からも絵
本作家や画家についてはあまり詳しく知ることがないことが分かり、絵本の挿絵による印象
や個人の好みで選書していることが伺えた。

設問（10）どの時期によく絵本を読んでいましたか

　図７では最も多かったのが「保育園・幼稚園頃」次いで「小学校１～３年生頃」だった。

設問（11）どの時期から絵本を読まなくなりましたか

　図８の最も多かったのが「中学生」頃が「52.2%」だった。

設問（12）設問（11）において絵本を読まなくなった理由を教えてください
　「絵本を読まなくなった理由について」は、以下となる。

　・絵本を読む習慣がなくなったから
　・本を読む機会が増えた
　・部活動などで忙しくなった
　・小説などが好きになったから
　・漫画の方を読むようになった
　・絵本に触れる機会がなくなった

などの理由が伺えた。
　絵本を読まなくなった理由については、ほとんど同じような回答が見られた。高学年化す
るごとに、絵本のかわりに小説やマンガなどに触れる機会が多くなるのが分かる。

設問（13）あなたは、絵本における「絵やイラスト」の魅力を子どもたちに伝えたいですか

　図９の「伝えたい」が「65.5%」だった。

設問（14）あなたは、絵本における言葉の魅力を子どもたちに伝えたいですか。

　図10の「伝えたい」が「79.3%」であった。図９から比べると、若干ではあるが「絵やイ
ラスト」よりも言葉の魅力を伝えたいが多いことが分かった。やはり、絵を描くことが苦手
な学生が半数近くいることから、絵やイラストの説明や読み解くことが難しく感じているの
ではないかと考えられる。

設問（15）あなたは、子どもたちのために絵本を制作したいと思いますか

　図11の「制作したい」が「51.7%」、「どちらでもない」が「34.5％」、「特に思わない」が
「13.8％」だった。この結果からは、読み聞かせなどの保育技術に関する知識的な学びと、
絵本制作における過程において絵を描くことを意識したものではないかと推察される。

６．絵本挿絵についての考察
　本稿のアンケート調査から、挿絵について興味・関心を持っている学生が多かった。しかし、
描画を不得意とする学生が半数近くいることから、絵やイラストに対しての見方や読み解く
力が不足しているのではないかと考える。
　先行研究において、挿絵は子どもにイメージを持ちやすくする側面をあげられており、「言
葉で表現できない細部の読み」(梅本,1995,P,14)の意味を持つとし、幼稚園年長児を対象と
した調査からは、挿絵が物語の記憶の助けになることを明らかにしている（玉瀬,1990）。ま
た、「単なる文の説明や補助的なものではありません」（松居,1989,P,76）とされていること
からも、挿絵の表現について研究を行うことが必要と考えられる。

　挿絵の表現に着目した研究は数少く、中澤ら（2005）は年長児クラスを対象に、予備実験
として読み聞かせの経験がない絵本「３びきのくま」を選書し、それぞれの出版社（同じ題
名）の挿絵を見せて、絵の表現に対する好みの検討を行なっている。この研究において、幼
児の物語理解やイメージ形成の影響について、「“登場人物がかわいく、漫画的、色調は明るく、
メルヘンなイメージ”」（中澤ら,2005）は、イメージの妨げになるとし、幼児が好むような
挿絵を与えることは、あまり良くないとされている。挿絵の役割については、「さし絵それ
自体が、絵本の内容やテーマ、ディテールを語りかけなければなりません」（松居,
1989,P,76）とされ、「子どもは絵本のさし絵を鑑賞しようとは思っていません」とし、「絵本
の表紙を開くと、そこにまったく別の不思議な世界があり、我を忘れてその世界へ入り込み、
楽しい体験なり冒険をして、やがて本を閉じてこの現実へもどってくる」ことを期待してい
るとされる（松井,1989,P,77）。挿絵の色彩については、「黒一色のさし絵」を例にし、「それ
が物語や内容にぴたりで、しかもよく物語を語りかけていれば、子どもに十分うけ入れられ
ます」としている（松井,1989,P,77）。また、挿絵の表現について「その物語や内容にもっと
もふさわしいかき方であることが大切です」とも明言している（松井,1989,P,77）。
　このように、絵本の挿絵については先行研究からも読み取れるように、子どもだから理解
しやすい挿絵を描くよりも、物語や内容にのめり込むような挿絵の表現が求められている。

７．まとめ
　保育士養成課程では、５領域に基づく内容や「10の姿」により示されており、様々な取り
組みにより豊かな感性などを身に付けていくとされている。保育士を目指す学生には、子ど
も達に絵本の魅力を伝えていくうえでも、言葉や挿絵、物語の魅力を理解していくとともに、
読み聞かせによる数多い経験から絵本を選書できる力などが必要とされることが分かった。
　本稿のアンケート調査から、読み聞かせにおける絵本の選書は、幅広い選択肢のなかから
ではなく、個人の情報をもとに好みで選んでいた傾向があるかと思われる。本学の図書館で
の絵本の貸出し状況は、講義内容による集中的な貸出しが多いとのことだった。幅広い絵本
の選択を学生に促すためにも、推薦図書や絵本賞受賞などの情報を提供することが必要であ
ると考える。
　挿絵について、学生の描画経験からは、小学時の図画工作や中学時の美術において行われ
ているが、高校時は選択制の学校もあり、描画体験の機会が得られないのが現状と言える。
描画に抵抗を感じている本学学生からの意見からは、見た姿形やイメージした形が上手く描
くことができないこと、着色時にイメージした調色ができない、上手く色を塗ることができ
ないなどを学生からは聞く。そのために、筆者の授業では描画の基本や色彩などの基本を重
視した内容を行なっている。
　今後は、絵本の挿絵における役割をさらに調査し、物語と挿絵の組み合わせついて、子ど
も達から理解を得られるようにしていきたい。また、保育士を目指す学生にとっても、読み
聞かせに必要な知識や学びを見出していきたい。

８.終わりに　
　読み聞かせを目的とした絵本を選書する手立ては、図書館などにおいて推薦図書として紹
介があると、興味を持った学生は手に取って読むのではないかと思われる。また、保育現場
では年行事や月行事などを扱われることが多いため、季節的なイメージによる絵本を紹介す
るなど、図書館から発信される情報をもとに学生が活用していくことがあげられる。ただし、
日頃からの図書館活用を促すこととなれば、講義内容による文献や調査活動などの活用につ
いて検討していく必要も出てくると思われる。そして、保育士を目指す学生の立場からは、
学生が主体的に取り組めるような環境を備えることも必要と考えられる。例えば、地域の方々
への参加を呼びかけたイベント活動など、読み聞かせを行う機会からは、経験する回数にも
よるが、絵本の挿絵と物語の内容理解が深めることができると思われる。また、自ら選書し
た絵本からの振り返りにより、保育現場での集団の読み聞かせに活きてくるものとして考え
られる。
　保育士を目指す学生や、絵本を活用したい人達にとって、絵本の情報提供や紹介はとても
大切なことである。今回は挿絵に関する内容を取り上げることができなかったため、絵やイ
ラストに着目した絵本の活用について取り上げていきたい。
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設問（６）好きな絵本は３冊以上ありますか

　図６の「ある」が「51.7％」だった。図５からの「ある」の数値と比べると30％程も低く、
絵本の選択肢が狭く、見たり読んだりする冊数が少ないことが伺える。

設問（７）好きな絵本名を１冊～３冊を記入してください。また、それぞれの絵本の魅力と
は、どんなところですか、「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・楽しさ」
の中から選択（複数可）をする。

　一人１冊～３冊の「好きな絵本名」を記入して貰い、それぞれの絵本に「その絵本の魅力
とは、どんなところか」を「絵・イラスト」「ストーリー展開」「想像が豊になる」「面白さ・
楽しさ」の中から複数選択により回答して貰った。その結果は総数39冊の回答があった。
選択の項目内容については、松居（1989）、梅本（1995）を参考にして筆者により考案した。
得られた「その絵本の魅力とは、どんなところか」の選択回答を基にして、表１～表４に項
目ごとに整理して分類し一覧にした。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
Practical Study on Co-ordination Exercise Program for Lower Grade 

Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
（No.1）

小林宜義* 　酒井俊朗**　三島隆章***　吉田隆****　高山三輪****

要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。*     中九州短期大学幼児保育学科

**    中部大学生命健康学部スポーツ保健医療学科
***   大阪体育大学体育学部健康・スポーツマネジメント学科
****  （公財）足立区生涯学習振興公社 
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
Practical Study on Co-ordination Exercise Program for Lower Grade 

Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
（No.1）

小林宜義* 　酒井俊朗**　三島隆章***　吉田隆****　高山三輪****

要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
Practical Study on Co-ordination Exercise Program for Lower Grade 

Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
（No.1）
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
Practical Study on Co-ordination Exercise Program for Lower Grade 

Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
（No.1）

小林宜義* 　酒井俊朗**　三島隆章***　吉田隆****　高山三輪****

要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
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Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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放課後子ども教室に在籍する小学校低学年児童のための
コオーディネーション運動

プログラム開発に関する実践的研究（第1報）
Practical Study on Co-ordination Exercise Program for Lower Grade 

Elementary School Students Enrolled in After-School Program for Children. 
（No.1）

小林宜義* 　酒井俊朗**　三島隆章***　吉田隆****　高山三輪****

要　　訳
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、子どもたちが地域社会の中で
心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づくりを推進したスポーツ・文化活動事業である。
本研究では、放課後子ども教室に参加する小学校低学年の児童（男子18名・女子26名）を
対象に、体力・運動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に
結びつくコオーディネーション運動プログラムを開発することを目的とした。約4 ヶ月にわ
たるコオーディネーション運動を実施したことで、20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の体力・
運動能力テストにおいて有意差が認められた（ρ< 0.05）。本研究で実施したコオーディネー
ション運動プログラムは、放課後子ども教室のねらいの一つである校庭や体育館を使った集
団の遊びで、体力や運動能力を高められるプログラムであったと思われた。

キーワード：コオーディネーション運動・放課後子ども教室・子ども体力運動能力

１　緒言
　2007年度より全国で実施されている放課後子ども教室は、現在において学童保育という
視点から分析されることが多い事業であるが、そもそもは文部科学省所管の社会教育事業と
してスタートした。そのねらいは、子ども達に関わる重大事件の続発など、青少年の問題行
動の深刻化や地域や家庭の教育力の低下、完全学校週5日制の実施といった社会背景を担う
ことを期待され、小学校の余裕教室等を活用し、地域の多様な方々の参画を得て子ども達と
共に行なうスポーツ・文化活動事業である8,13,16,21）。
　また、放課後子ども教室は、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とし、地
域の方々の協力を得て、自由遊びや自主学習、体験や学年を超えた交流などを通じ、自主性
や社会性を学び、子どもたちが地域社会の中で心豊かにたくましく生きぬく力を育む環境づ
くりを推進している1,10）。

　具体的には子ども達が地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることをね
らいとし、1）異学年の子や地域の大人との交流によって、社会性や協調性を養う。2）自由
遊びや自主学習などを通じ、自分で考え行動する力を伸ばす。3）校庭や体育館を使った集
団の遊びで、運動能力や体力を高める。4）勉強してから遊ぶという流れをつくり、学習習
慣を身に付ける。5）思いっきり身体を動かすことで、食事や早寝など生活リズムを整える
ことを具体的なねらいとしている1）。
　このようなねらいの目的を達成する手段として、コオーディネーション運動が注目され始
めた。コオーディネーション運動は、神経が感覚情報に応じて動員する筋を組み合わせ、周
囲の状況を判断しながら、自身の身体や用具を素早く的確に適切に制御する調整力を育む運
動である3,17,20）。幼児や小学校低学年を対象とした研究では、ジャンプ動作など下肢の動き
を多く含んだコオーディネーション運動が、疾走・敏捷性・跳能力など、素早くタイミング
よく筋肉や関節の動きを同調させる動きの獲得に効果的であるとされ2,4,9）、また、「わくわく
して楽しい」など前向きな意見や、失敗をしても「もっとやりたい」という挑戦心溢れる非
認知能力を育む効果があったと報告されている7,19）。
　そこで本研究は、放課後子ども教室に参加をする小学校低学年の児童を対象に、体力・運
動能力、食事や早寝など生活リズムの行動、および身体組成測定の改善に結びつくコオーディ
ネーション運動プログラムを開発することを目的とした。第1報では、体力・運動能力の変
化について報告する。

２　研究方法
２－１ 対象
　対象者は、都内A区放課後子ども教室に在籍する小学校1・2年生44名の児童（男子18名・
女子26名）であった。被験者の身長・体重、及びBMIは表1の通りであった。ここで、本
研究でのコオーディネーション運動プログラム実施前を Pre、実施後を Postと表記した。男
子はPreが、身長122.85±6.61cm・体重24.34±4.52kg・BMI16.05±6.46、Postが、身長
124.56±6.82cm・体重25.13±4.57kg・BMI16.11±1.91、女子はPreが、身長121.07±5.86cm・
体重24.01±5.68kg・BMI16.24±2.65、Postが、身長122.57±5.79cm・体重24.98±5.58kg・
BMI16.48±2.53であった。なお、対象者
らの身体特性は研究の実施にあたり、事
前に対象の保護者には調査の意義を伝
え、方法および安全性の説明を十分に行
い、研究参加への同意が得られた。なお、
本研究は（公財）東京都足立区生涯学習
公社の調査研究事業の一環として、同組
織内の倫理機関で承認を得て行われた。

２－２　コオーディネーション運動実施要領と方法
　被験者に対してのコオーディネーション運動プログラムは、下肢を使った素早い動きを中
心とする6種23個の構成運動（表2）からなるが、各回の運動は事前に計画された運動目的
に応じて種目が選ばれ、放課後子ども教室が使用する小学校の校庭および体育館で実施した。 
　実施期間は2014年9月8日から2014年12月22日までの4か月間であった。運動プログラ
ムは祝祭日を除き、毎週月曜日の15時45分から16時45分までの60分間実施した。実施回
数は12回であり、運動実施時間は合計720分であった。運動指導は1名の指導者（指導者
A）と2名のアシスタント（指導者B，C）で実施された。指導者Aは協会等の資格を保有し、
指導者研修会では講師も努めているコオーディネーション運動の専門指導者であった。指導
者BおよびCは、放課後子どもの教室のスタッフであった。

　1回60分間の運動プログラムは「できる・できない」といった動作の評価や獲得を目的と
せず、予想しない不意の動きや、素早く極端な動作刺激を多く加えた内容にて実施した。最
初は身体を動かしながらの準備運動を開始し、運動中の説明や順番待ち時間を含め、1つの
運動を5分間とした。運動の狙いや内容、能力分類区分が重ならないよう、また、子どもた

３）反復横跳び
　反復横跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。床の上に中央ラインを
マークし、その両側100 cmのところに2本の平行ラインをマークした。スタートは、中央
ラインをまたいで立ち、「始め」の合図で右側のラインを越すか、または、踏むまでサイド
ステップし（ジャンプしてはいけない）、右側のラインをタッチしたら素早く中央ラインに
戻り、さらに左側のラインを越すかまたは触れるまでサイトステップする。左側のラインに
タッチしたら、素早く中央ラインに戻り、再び右側のラインを越すかまたは触れるまでサイ
トステップを繰り返し、20秒間で何回ステップできるかを測定した。試技は2回行い、回数
の多い方を記録として採用した。

４）立ち幅跳び
　立ち幅跳びの測定は、文部科学省の体力テストに順じて実施した。両足を肩幅程度に開き、
つま先を踏み切り線の手前に合わせて立ち、前方のマットに向かって両足同時に踏み切り跳
躍ができるよう指示した。体がマットに着地した位置のうち、最も踏み切り線に近い点と、
両足先の中間位に対応する踏み切り線上の一点との間の直線距離を計測した。記録は1 cm
以下を切り捨て、cmで表記した。試技は2回行い、距離の長い方を記録として採用した。

５）長座体前屈
　長座体前屈測定は、デジタル長座体前屈
計（トーエイライト社製 T2421・図1）を
使用し、文部科学省の体力テストに順じて
実施した。
　壁に背・尻をしっかりと付け、両脚を両
端の間に入れ、長座姿勢をとる。肩幅の広
さで両手のひらを下にして、手のひらの中
央付近が、測定器の手前端にかかるように
置く。両手を測定器から離さずにゆっくり
と前屈して、機材全体を真っ直ぐ前方にで
きるだけ遠くまで転がせた。このとき、膝が曲がらないように注意した。最大に前屈したら、
測定器から手を離し、移動距離を読み取る。記録は1 cm以下を切り捨てcmで表記した。試
技は2回行い、移動距離の長い方を記録として採用した。

２－５　データ解析と統計処理
　データ解析では、男女別に実施前後のデータを、対応のあるt検定を用いて比較した。なお、
有意水準はすべて5%未満とした。

３　結果
１）20m走
　事前事後で、男子はPreが4.8 ± 0.4秒、Postが4.6 ± 0.4秒で、0.2秒（4.2％）短縮し、
有意差が示された（ρ< 0.05）。女子はPreが5.1 ± 0.4秒、Postが4.8 ± 0.4秒で、0.3秒（5.9％）
短縮し、有意差が示された（ρ< 0.05）。
２）プロアジリティー
　事前事後で、男子はPreが7.6 ± 0.5秒、Postが7.4 ± 0.5秒で、0.2秒（2.6％）短縮したが、
有意差は示されなかった。女子はPreが7.8 ± 0.6秒、Postが7.5 ± 0.4秒で、0.3秒（3.8%）
短縮したが、有意差は示されなかった。
３）反復横跳び
　事前事後で、男子はPreが25.3 ± 6.5回、Postが23.9 ± 4.2回で、1.4回（-5.9%）減少した。
女子はPreが24.8 ± 4.0回、Postが26.6 ± 3.0回で、1.8回（6.8%）増加したが、有意差は
示されなかった。
４）立ち幅跳び
　事前事後で、男子はPreが123.6 ± 14.6 cm、Postが128.4 ± 16.9 cmで、4.8 cm（3.7%）
増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。 女子はPreが114.7 ± 13.9 cm、Postが122.1 ± 
15.4 cmで、7.4 cm（6.1%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。
５）長座体前屈
　事前事後で、男子はPreが28.6 ± 5.0 cm、Postが36.5 ± 7.2 cmで、7.9 cm（21.6%）増
加し、有意差が示された（ρ< 0.001）。女子はPreが31.3 ± 6.3 cm、Postが34.2 ± 5.7 cmで、
2.9 cm（8.5%）増加し、有意差が示された（ρ< 0.05）。

　
　

   

４　考察
　本研究は、参加した子ども達の体力・運動能力の改善に結びつくコオーディネーション運
動プログラムを開発することを目的とした。小学校低学年を対象としたコオーディネーショ
ン運動では、股関節や深層筋を使用し、下肢の関節を制御する「止まる」動作を含んだコオー
ディネーション運動が、体力要素を実際のスピード力に結びつける「動きづくり」に非常に
有効的であると推察されている10）。そのため本研究においても、素早い方向転換など、下肢
の素早い動きを多用したプログラム構成にて実施した。下肢の運動を通した全身運動能賦活
を試みた中で、男女共に20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈の3種目において、実施前後の
測定値において有意差が認められたことから、本研究で用いたコオーディネーション運動は、
20 m走、立ち幅跳び、長座体前屈において適合していた運動が多かったと思われた。
　20 m走は、スタートダッシュで素早く地面を蹴り勢いよく飛び出すこと、また、運動中
の接地時間を短縮することが重要である14,17）。本研究で行ったボールグーパーステップダッ
シュや、ボールリアクションダッシュキャッチの運動が、素早く地面を蹴り勢いよく飛び出
す動きの習得に繋がり、これがスタートダッシュに応用されたと思われた。
　また、ラダートレーニングは、スタートから加速局面で要求されるピッチ（重要なステッ
プの素早い切り替え）を促し、接地時間を短縮するような技術的な改善が図られる18）。本研
究においても、準備運動においてフープラダーステップやフープ前後ステップ＆ジャンプ、
フープ交互ステップ＆ジャンプなどの運動を、グループや列で競争をしながら、多く取り入
れ実施した。開始当初は、多くの児童がフラフープを引っ掛ける姿が多く見受けられたが、
回を重ねる毎にフラフープを引っ掛けることが無くなっていった。これらが、ピッチの技術
的な改善に応用され、接地時間を短縮に繋がり、20 m走の記録が短縮したと思われた。
　立ち幅跳びなどに必要とされる跳躍能力の発達には、下肢と上肢の筋運動の協調性や、身
体をコントロールする操作機能に関わる神経系の発達22）と、力強く地面を踏み切る脚パワー
が必要である24）。本研究で行った、ジャンプしながら両手でボールを頭上から叩き付けるパ
ワーバウンドジャンプや、ボールを床に叩き付け跳ね返ってきたボールをジャンプしながら
またぎ越すというボールバウンド開脚ジャンプ、両手でボールを持ち屈伸運動を使用しなが
ら体を後方に反らし頭を超えるようにボールを投げるバックスローインなどの運動は、下
肢・体幹と上肢との協調運動性や操作技能を向上させる効果が得られる運動である。また、
リアクションリズムペアジャンプやストッピング、フットアップなど脚筋力に巧みさを加え
た運動は、力強く地面を踏み切る脚パワーを向上させる効果が得られる運動である。これら
の運動を繰り返し取り組んだことが、跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パワーといっ
た動きの習得に繋がったと思われた。
　長座体前屈は、腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性を評価する5,6）。動的ストレッチは、
伸長したい筋の拮抗筋を随意的に収縮し、相反性抑制による筋の弛緩を引き出す23）。本研究
で行ったフープグーパーストップやフープ転がしジャンプ、ストッピングなどの運動が、腰
部から大腿部にかけての相反性抑制による筋の弛緩を引き出し、柔軟性を高めたと思われる
が、コオーディネーション運動による長座体前屈の効果を示唆した研究がみあたらないため、
より探求することが必要である。

　一方、反復横跳び、およびプロアジリティーには有意差が認められなかった。有意差が認
められなかった理由として、本研究で用いた運動種目には、横方向へ足を揃えてジャンプす
る運動や、身体を変換させる動きが少なかったためと思われた。
　全身反応時間、および脚パワーの向上が、走力および立ち幅跳びの記録が向上することが
述べられている24,25）。また、長座体前屈と50 m走、立ち幅跳びの記録の間に相関関係があ
ることも述べられている5,6）。本研究に用いた下肢の運動を通した全身運動能賦活を試みた
コオーディネーション運動プログラムは、走力や跳躍に必要な協調運動性や操作技能、脚パ
ワーの発達、および腰部から大腿部にかけての筋群の柔軟性に対する刺激効果に有効的なプ
ログラム内容であり、放課後子ども教室におけるねらいの1つである「校庭や体育館を使っ
た集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われるが、今後は対象群を設け
記録の向上の要因を探求していくとともに、有意差が認められなかった反復横跳び、および
プロアジリティー種目に必要とされる身体を変換させる能力向上に繋がるプログラムを再考
する必要がある。

５　まとめ
　本研究では放課後子ども教室に参加する小学校1、2年生の低学年を対象として、コオー
ディネーション運動を約4ヶ月実施した。運動プログラムの介入の結果、20 m走、立ち幅跳び、
長座体前屈の3種目において有意差が認められ、本研究で用いたコオーディネーション運動
プログラムに含まれる運動が寄与したと思われた。放課後子どもの教室においてコオーディ
ネーション運動を用いた取り組みは、放課後子ども教室にけるねらいの1つである「校庭や
体育館を使った集団の遊びで、運動能力や体力を高める」一助になると思われた。
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ちの運動練度を考慮して8～10種の運動を選択し実施した。 運動は比較的簡単なフープ交互
ジャンプやフープラダーステップを準備運動とし、順次難易度を上げ下げしながら最後は
ゲーム形式の運動で締めくくった。

２－３　評価方法
　コオーディネーション運動の介入効果の評価は、事前と事後に実施した運動能力テスト

（次項2-4参照）の結果で評価した。

２－４　体力・運動能力テスト実施要領
　体力・運動能力測定は全て体育館で実施した。被験者にはコオーディネーション運動開始
前と最終回に測定を行った。測定は指導者Aと部外の測定支援者2名の3名で実施した。前
者は開始の合図を担当し、後者は計時や数値の読み取りを担当した。
　運動能力テストは、20 m走、プロアジリティ、反復横跳び、立ち幅跳び、長座体前屈の5
種目を実施した。計測用具はファイバーガラス製巻尺（市販品）、ストップウォッチ（SEIKO社 
SVAS005）、笛（ホイッスル・市販品）、デジタル長座測定器 （トーエーライト社T2421）で
あった。

１）20 m走
　20m走の測定は、手動計時にて陸上競技ハンドブック競技規則に則とり実施した15）。スター
トラインから20 mのところに真のゴールラインを設け、時間測定より5 m先に偽のゴール
ラインを設けた。偽のゴールラインには測定支援者が立ち、対象者が最後まで20 mの距離
を駆け抜けられるようにした。
　スタート姿勢はスタンディングとし、「位置について」「用意」の言葉に続く笛の音と同時
に走りだすように指導した。スタートの際の計測者への合図は、笛を吹くと同時に片手を下
から上へ振り上げる動作で行った。ゴールは、ゴールライン上に胴体の一部が到達した瞬間
とし、スタートからゴールまでの時間をストップウォッチで計時し10分の1秒まで記録した。
試技は2回行い、速い方の記録を採用した。

２）プロアジリティ
　プロアジリティの測定は、先行研究に則とり実施した11,12） 。5 m間隔で平行な3本線をフ
ロアにマークし、中央の線をスタート・ゴール地点とした。つま先をスタートラインに合わ
せ正面を向いて構え、スタートの合図に合わせ、前方のラインまで全力で走り、前方のライ
ンにタッチしたら、素早く方向転換をし、反対側のラインに向かって走りタッチし、再び素
早く方向転換をして中央ラインを通過するまでの時間を計測した。スタート姿勢はスタン
ディングとし、測定方法は20m走と同様に実施した。試技は2回行い、速い方の記録を採用
した。
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『中九州短期大学　論叢』投稿規程
１．刊行の目的
　　中九州短期大学教員による研究を促進かつ奨励し、その成果を発表することを目的

とする。

２．刊行の回数、および原稿の締切
　　原則年 1 回、2 月末に刊行するものとし、原稿提出は随時受けつける。ただし、当

該年度の 12 月末日以降に掲載が決定した論文については、次年度刊行の『中九州短
期大学 論叢』に掲載とする。

３．投稿者の資格
　　中九州短期大学の常勤および非常勤の教員、または論叢委員会が認めたものとする。

４．執筆代表者
①　本誌に投稿した原稿において、第 1 番目に氏名を記載している執筆者のことを執

筆代表者とする。
②　投稿者以外の者が執筆代表者である場合には、執筆代表者の他に投稿者を執筆者

として連記する。

５．原稿の種類
　　本誌に投稿できる原稿は、以下に掲げるもので未発表の完成原稿のみとする。また、

原稿の内容、表現等については執筆者が責任を負うものとする。
　①　（査読有）研究論文・研究ノート
　ただし、論叢委員会の判断により、 ②（査読無）研究ノートとして掲載される場合が

ある。
　③　調査・研究報告
　④　実践報告
　⑤　書評

６．投稿の方法
　　投稿者は投稿申込書を添え、所定の期日までに論叢委員会まで提出すること。また、

執筆については下記を参照すること。
①　原稿の分量は、和文、欧文に関わらず資料、参考文献等を含め研究論文は 8 ペー

ジ以上で 20 ページを限度とし、その他は 20 ページを限度とする。この分量を上
回る紙面を希望する投稿者は、投稿前に論叢委員会の許可を得ることとする。

②　1 ページの分量は 10.5 ポイントの文字を使用し、40 字 ×38 行とする。1 ページ
目は表題と要約のスペースとして相当量を減じる。

③　原稿には必ず内容を適切かつ具体的に表した表題をつけ、和文表題には欧文表題
も併記する。

④　原稿に要約を含める場合は、和文もしくは欧文の要約をつけるものとし、いずれ
の場合も 500 字以内とする。加えて、キーワードを付記する場合は、3 ワードか
ら 4 ワード程度とする。

⑤　原稿の書式については、レイアウト見本に従うこととする。
⑥　提出するものは以下とする。

　　　◆　完成原稿を収めた CD-R、DVD、フラッシュメモリなどの媒体。
　　　◆　原稿のレイアウト見本（完成原稿を印刷したもの）を 1 部。
　　　◆　投稿申込書。
　※ただし、論叢委員会で読み取りができない場合は、再提出を要求することがある。

７．別刷
　　論文 1 篇につき 20 部の別刷が、論叢委員会の負担により用意される。

８．校正
　　執筆者による校正は、再々校を限度とする。ただし、執筆者の責によらない修正に

ついては、これを認める。
　　内容の大幅な変更、字句の大幅な追加や削除は認めない。初校は定められた期日ま

でに校了し、論叢委員会まで提出すること。

９. 投稿原稿の審査
①　原稿は 2 名以上の者で審査し、論叢委員会が掲載の可否を決定する。
②　論叢委員会は、著者に対し原稿中の字句について加除訂正を求め、また、内容に

ついて著者に修正を求めることができる。

10．その他
　　本投稿規程の改訂は論叢委員会でこれを検討し、学長の意見を聴きこれを行う。

　　附則
この規程は平成 23 年４月１日より施行する。
　　附則
この規程は平成 26 年４月１日より施行する。
　　附則
この規程は平成 27 年４月１日より施行する。
　　附則
この規程は平成 29 年４月１日より施行する。
　　附則
この規程は平成 29 年 10 月１日より施行する。
　　附則
この規程は令和元年５月 14 日より施行する。
　　附則
この規程は令和２年４月１日より施行する。
　　附則
この規程は令和３年４月１日より施行する。
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